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農林水産省消費・安全局
　動物衛生課長

春先に向けた吸血昆虫対策の強化について 令和 7年 2月 13日付け 
6日獣発第 331号

（春先に向けた吸血昆虫対策の強化について） （ 令和 7年 2月 7日付け 
6消安第 6558号 ）

農林水産省消費・安全局
　動物衛生課長

ランピースキン病に関する Q&Aの改訂につい
て

令和 7年 2月 13日付け 
6日獣発第 332号

（ランピースキン病に関する Q&Aの改訂につい
て ） （ 令和 7年 2月 7日付け 

事　務　連　絡 ）

農林水産省消費・安全局
　畜水産安全管理課
　　薬事審査管理班長

医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性
の確保等に関する法律第二条第五項から第七項
までの規定により農林水産大臣が指定する高度
管理医療機器，管理医療機器及び一般医療機器
の一部改正について

令和 7年 2月 13日付け 
6日獣発第 333号

（
医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性
の確保等に関する法律第二条第五項から第七項
までの規定により農林水産大臣が指定する高度
管理医療機器，管理医療機器及び一般医療機器
の一部改正について ）（ 令和 7年 2月 10日付け 

事　務　連　絡 ）

農林水産省消費・安全局
　畜水産安全管理課課長補佐
　　（薬事審査管理班担当）

食品，添加物等の規格基準の一部を改正する告
示及び食品衛生法第 13条第 3項の規定により
人の健康を損なうおそれのないことが明らかで
あるものとして内閣総理大臣が定める物質の一
部を改正する告示について

令和 7年 2月 17日付け 
6日獣発第 336号

（
食品，添加物等の規格基準の一部を改正する告
示及び食品衛生法第 13条第 3項の規定により
人の健康を損なうおそれのないことが明らかで
あるものとして内閣総理大臣が定める物質の一
部を改正する告示について ）（ 令和 7年 2月 10日付け 

事　務　連　絡 ）

環境省自然環境局長

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一
部を改正する省令の施行について

令和 7年 2月 18日付け 
6日獣発第 338号

（動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について（通知） ） （ 令和 7年 2月 17日付け 
環自総発第 2502173号 ）

農林水産省消費・安全局
　動物衛生課課長補佐
（愛玩動物用飼料対策
班担当）

米国における猫の高病原性鳥インフルエンザ感
染事例について（第 3報）─米国・情報提供─

令和 7年 2月 19日付け 
事　務　連　絡

（米国における猫の高病原性鳥インフルエンザ感染事例について（第 3報）─米国・情報提供─） （ 令和 7年 2月 17日付け 
事　務　連　絡 ）

環境省自然環境局
　総務課
　　動物愛護管理室

「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改
正する法律」に係る施行状況調査への協力につ
いて（協力依頼）

令和 7年 2月 28日付け 
6日獣発第 345号

（「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」に係る施行状況調査への協力につ
いて（協力依頼） ） （ 令和 7年 2月 27日付け 

事　務　連　絡 ）
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